
 

 

 

 

 

 

 

 

大阪湾港湾広域防災協議会（第１３回） 

 資料１ 大阪湾港湾機能継続計画推進協議会（第１８回）の概要 
令和８年３月９日 

 国土交通省 近畿地方整備局 港湾空港部 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

大阪湾港湾広域防災協議会（第１３回） 

 
資料 1-1 令和７年度の検討の実施状況について 
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資料 1-1 令和７年度の検討の実施状況について 
１）令和７年度の検討概要 

１. 災害時の航路啓開作業の検討 

《航路啓開を担う作業船の検討》 

・航路啓開を担う作業船の減少や、作業船そのものの被災への懸念等を踏まえながら、関係者へのヒアリング調査や詳細な作業船保有状況の把握

等を行い、大規模な津波災害への対応課題について検討を行った。 

《揚収物の仮置場所及び処分場の選定》 

・航路啓開作業による揚収物について、その仮置場や処分場（広域処分を含む）のあり方を想定し、航路啓開揚収物の陸揚げ、仮置き、処理処分等

の流れに沿った対応のあり方について、関係者ヒアリングや図上訓練での協議をとおして、その方向性を整理した。 

《関係者との調整及び合意形成に向けた整理》 

・図上訓練をとおして、航路啓開のあり方、航路啓開揚収物の仮置場確保や管理体制のあり方等の対応策や対応課題についての情報を共有した。 

２.海上支援ネットワーク形成の検討 

・南海トラフ地震のような大規模地震災害時に、孤立化が予想される条件不利地域（半島部や離島等に代表される）における救援活動（救急救命、

緊急物資輸送）のための海上ネットワーク形成の在り方について、和歌山県内のあり方を中心に検討を行った。 

２. 図上訓練の実施 

・訓練は、テーマ毎に２回に分けて実施した。 

①訓練Ⅰ：テーマ  ア．航路啓開を実施する作業船の船団構成や実務上の課題及び広域からの応援船団との連携作業等について 

イ．揚収物仮置場の想定に基づく、管理体制等について 

ウ．船舶の港外退避時に係る港湾管理者サイドからの支援のあり方について 

：参加者  包括的協定参加メンバー及び船舶関係者等（船社、タグ、海上保安本部、運輸局、東洋信号等） 

：実施時期 １２月１８日 

②訓練Ⅱ：テーマ  舞鶴港における広域支援活動のための各種船舶や国際コンテナ物流の一部代替輸送船舶等の受入れについて 

：参加者  舞鶴港関係者（港運事業者、フェリー船社等）、京都府港湾局、近畿地方整備局（防危課、舞鶴港湾事務所） 

※オブザーバ参加 近畿運輸局、神戸運輸監理部、海上自衛隊舞鶴地方総監部、第八管区海上保安本部 

：実施時期 １２月２日（なお、訓練は大阪湾港湾機能継続計画推進協議会ＷＧメンバーがＷＥＢで視聴可能な環境で行った。） 

３. 大阪湾ＢＣＰ（案）・活動指針（案）等の策定等 

・以上の検討を踏まえ、大阪湾ＢＣＰ（案）及び同活動指針（案）への反映内容を整理した。  
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２）令和７年度の検討の進め方について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H20～R６年度の検討と合意事項等 
・直下地震(上町断層帯地震、六甲･淡路島断層帯地震)時の大阪湾 BCP(案)、海溝型地震時の大阪湾 BCP(案)、高潮・高波・
暴風災害時の大阪湾 BCP（案）、感染症に係る大阪湾 BCP(案) 

・大阪湾港湾機能継続計画推進協議会の開催(17 回)、復旧部会及び拡大復旧部会(20 回)、ＷＧ(12 回)、図上訓練(21 回) 

・図上訓練等の実施を通した大阪湾 BCP(案)のフォローアップ 

・大阪湾ＢＣＰ(案)の実効性向上に資する各種検討課題のフォローアップ 

Ｒ８年度(2026 年度)以降の取組み 

Ｒ７年度の検討 

・第１８回 大阪湾港湾機能継続計画推進協議会 
・今年度検討結果（航路啓開作業と揚収物仮置きと処分のあり方／海上ネットワークと各拠点の活動内容／図上訓練
結果等）に関する報告・審議 

・大阪湾ＢＣＰ(案)・同活動指針(案)の改訂案に関する報告・審議 

図上訓練（２回実施） 
訓練Ⅰ＝包括的協定に基づく航路啓開の流れの検証 

及び穿破期港外退避に係る連携課題に係る課題検証等 
訓練Ⅱ＝舞鶴港におけバース調整の模擬的演習訓練 

大
阪
湾
港
湾
広
域
防
災
協
議
会 (

Ｒ
８
年
２
月
末
開
催
予
定) 

直下地震 
○上町断層帯地震 

○六甲･淡路島断層帯地震 

海溝型地震 
○南海トラフ巨大地震 

○東南海・南海地震 

大規模風水害 
○高潮・高波・暴風災害 

感染症対応 

《検討のフロー》 《想定災害事態》 

・第１３回 ワーキンググループ 
：令和６年度の成果、令和７年度の検討内容 
：災害時の航路啓開作業の検討（検討方針、検討方法等） 
：海上支援ネットワーク形成の検討（検討方針、検討方法等） 
：図上訓練の実施目論見と訓練シナリオの骨子 
 

R7 年 11 月 12 日 

訓練Ⅰ＝R7 年 12 月 18 日 
訓練Ⅱ＝R7 年 12 月 2 日 

・第１４回 ワーキンググループ 
：災害時の航路啓開作業の検討（啓開作業の流れ、仮置場の想定、揚収物運搬課題、域内処分と広域処分のあり方） 
：海上支援ネットワーク形成の検討（和歌山県内等の海上ネットワーク、拠点での活動内容） 
：図上訓練結果と大阪湾 BCP(案)への反映内容 

－航路啓開作業の流れと揚収物の仮置きと処分のあり方 
－船舶の港外退避における港湾サイドと船舶サイドの連携と課題 
－舞鶴港における国によるバース調整シミュレーション結果の情報共有 

：大阪湾ＢＣＰ（案）・活動指針(案)等の策定（改訂）方針及び策定案 R8 年 1 月 9 日 

R8 年 2 月 9 日 
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大阪湾ＢＣＰの策定等 図上訓練の実施 大阪湾ＢＣＰの実効性向上に向けた個別課題の検討

Ｈ25年度

○大阪湾ＢＣＰ（案）の公表（同活動指針(案)策定）

Ｈ26年度

○第３回訓練

・想定事態＝南海トラフ巨大地震

・訓練テーマ＝堺２区基幹的広域防災拠点での緊急物資輸送の運用

・訓練方式＝DIG方式

○大規模地震災害発生に伴う大阪湾内諸港のコンテナ取扱需給ギャップの試算

：大阪湾BCPの有無による大規模災害後のコンテナ取扱いに係る需給ギャップの試算と大阪湾BCPによる機能回復効果の試算（Ｈ25年コンテナ流調と各港港湾統計を基に

試算）

：想定地震は、南海トラフ巨大地震と上町断層帯地震の２つのタイプで試算

H27年度

○第４回訓練
・想定事態＝南海トラフ巨大地震

・訓練テーマ＝国際ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙの機能回復のあり方とﾎﾞﾄﾙﾈｯｸの抽出

・訓練方式＝DIG方式

○堺２区基幹的広域防災拠点における広域的支援機能受入れに求められる諸機能と対応課題
：緊急物資輸送受入の課題と対応（時系列での整理）

：広域支援部隊受入れの課題と対応（同上）

※広域支援部隊＝自衛隊、消防、警察の広域援助隊及びDMAT等を想定

H28年度

○第５回訓練
・想定事態＝上町断層帯地震

・訓練テーマ＝国際ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙにおける港湾間連携課題の抽出

・訓練方式＝DIG方式

○大阪湾BCP(案)と湾内各港BCPとの計画内容の整合性検証
：行動目標、時系列での対処行動内容等について、各港BCPと広域BCPとの計画整合性を確認

○堺２区基幹的広域防災拠点での広域支援機能受入れのための運営管理計画

：堺２区基幹的広域防災拠点の土地利用計画及び運営管理計画を策定

H29年度

○第６回訓練
・想定事態＝南海トラフ巨大地震／上町断層帯地震

・訓練テーマ＝国際ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙにおける情報疎通に係る課題抽出

・訓練方式＝ＷＳ形式

○航路啓開資機材調達可能性の検証
○各府県道路啓開計画に整合した航路啓開計画の検証

○堺２区基幹的広域防災拠点の運用管理マニュアルの策定

○堺泉北港のエネルギー輸送緊急性を勘案した大阪湾BCP(案)の検討課題の整理

○第７回訓練（H30年度の1回目）

・想定事態＝南海トラフ巨大地震
・訓練テーマ＝ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙの利用可否判断に資する情報収集・発信

・訓練方式＝DIG方式

○第８回訓練（H30年度の2回目）
・想定事態＝南海トラフ巨大地震

・訓練テーマ＝包括的協定に基づく応急復旧の優先順位付け

・訓練方式＝DIG方式

○第９回訓練（R元年度の1回目）

・想定事態＝台風等風水害(H30第21号ｸﾗｽ台風）
・訓練テーマ＝包括的協定に基づく一連の航路啓開作業、及びがれき処理対応に資する情

報収集・発信

・訓練方式＝DIG方式

※第８回訓練まで拡大復旧会議メンバーによる訓練。第９回訓練からは包括協定締結メン
バーの参加による訓練を実施。

○第10回訓練（R元年度の2回目）
・想定事態＝台風等風水害(H30第21号ｸﾗｽ台風）

・訓練テーマ＝包括的協定に基づく航路啓開作業の優先順位付け

・訓練方式＝DIG方式

○第11回訓練（R2年度の1回目）
・想定事態＝南海トラフ地震

・訓練テーマ＝包括的協定による一連の航路啓開作業の手順確認

・訓練方式＝演習訓練（被災情報報告様式への記入伝達とDIG方式）

○第12回訓練（R2年度の2回目）

・想定事態＝南海トラフ地震（及び感染症事態）

・訓練テーマ＝広域連携課題に係る意見交換訓練

・訓練方式＝DIG方式（リモートによる意見交換訓練）

○第13回訓練（R3年度の1回目）※R3年度訓練の想定事態は南海トラフ地震と感染症

・訓練テーマ＝包括的協定による一連の航路啓開作業の手順確認

・訓練方式＝演習訓練（被災情報画像送信と意見交換）

○第14回訓練（R3年度の2回目）

・訓練テーマ＝応急復旧優先順位検討に係る意見交換訓練）
・訓練方式＝WS及びDIG方式（リモートによる意見交換訓練）

○第15回訓練（R4年度の1回目）※R4年度訓練の想定事態は南海トラフ地震と感染症
・訓練テーマ＝包括的協定による一連の航路啓開作業の手順確認

・訓練方式＝演習訓練（被災情報動画等の共有と具体の情報送信）

○第16回訓練（R4年度の2回目）

・訓練テーマ＝航路啓開優先順位設定に必要な収集情報の検討
・訓練方式＝WS及びDIG方式（リモートによる意見交換訓練）

○第17回訓練（R5年度の1回目）※R5年度訓練の想定事態は全て南海トラフ地震

・訓練テーマ＝包括的協定による航路啓開作業の手順確認、課題抽出

・訓練方式＝演習訓練（一部意見交換）

○第18回訓練（R5年度の2回目）

・訓練テーマ＝重要業務推進時の関係者の連携活動の確認と課題抽出

・訓練方式＝対処行動及び付与状況に基づく意見交換

○第19回訓練（R5年度の3回目）

・訓練テーマ＝法55条3の3に基づくバース調整の手順確認
・訓練方式＝対処行動の読合せ及び意見交換

○第20回訓練（R6年度の訓練Ⅰ）※R6年度訓練の想定事態は全て南海トラフ地震

・訓練テーマ＝包括的協定による航路啓開作業の手順と船舶の港外退避行動の検証
・訓練方式＝演習訓練（一部意見交換）

○第21回訓練（R5年度の訓練Ⅱ）

・訓練テーマ＝法55条3の3に基づくバース調整の模擬的なシミュレーションの実施等

・訓練方式＝バース調整の演習及び意見交換

R6年度

○大阪湾BCP(案)の改訂及び追加

：ドローンや衛星の活用による広範囲で迅速な被害情報の把握を追記
：港外避難経路上のリスク要因の情報発信に努める旨を追記

：孤立地域支援のための海上ネットワーク等の支援体制構築を追記

○活動指針の追記

：上記関連の詳細内容等については、次年度の検討後に反映

○能登半島地震を踏まえた南海トラフ地震等に伴う孤立地域支援に係る検討

：能登半島地震災害の特徴の把握と南海トラフ地震に伴う孤立地域支援のための海上ネットワーク形成に資する地方港湾の活用可能性の検討
○大阪湾内諸港における作業船確保に係る検討

：作業船の在港状況や津波による被災の可能性の検討と、災害時の作業船の広域調達のあり方の検討。より実働に資する課題検証が課題

○図上訓練結果及び上記個別課題の検討を踏まえ、大阪湾BCP(案)に検討結果を追記

R3年度

○大阪湾BCP(案)及び同活動指針(案)のR3年度版の作成

：R3年度検討結果を踏まえ、４つの大阪湾BCP(案)及び同活動指　針の時点修

正及び追記等
○航路啓開等の手順書(案)のR3年度版の作成

○舞鶴港を組み込んだ大阪湾港湾機能継続計画の検討（前年度より継続）

：南海トラフ地震時における舞鶴港での荷役体制のあり方と課題の検証及び国際コンテナ物流の災害時代替機能のための港湾間連携のあり方の方向性と課題の整理

○大阪湾内の海船の視点から見た災害ﾘｽｸの検証と基本的な対応方針の検討
○広域的な感染症に対する広域連携のあり方に関する方向性の検討（継続）

○大阪湾BCP(案)同活動指針(案)の構成のあり方に関する検討

R5年度

○大阪湾BCP(案)の改訂及び追加

：感染症に係る大阪湾BCP(案)-素案に一部追記し案として確定

：R5年度検討結果を踏まえ、海溝型にドローンの活用を追記

○活動指針の追記

：海・船のケーススタディ結果を「目標、被災想定編」に追記

：軽石、流木対応、及びドローン活用の留意事項等を「応急復旧編」に追記

○新たな災害リスクに対する大阪湾諸港との連携の検討

：広域的な感染症に対する港湾事業継続計画について、港湾管理者アンケートを基に連携体制や連携内容を追記し案を確定

：海・船のケーススタディ（３港）結果を踏まえ、港外退避の重要性を関係者間で共有

：軽石、流木等の新たな災害リスクを踏まえた航路啓開作業の平時の準備の重要性を関係者間で共有
：作業船の津波被害リスクについて関係者間で共有

○図上訓練結果及び上記個別課題の検討を踏まえ、大阪湾BCP(案)及び同活動指針(案)に検討結果を追記（以下、追記事項）

：被害状況の点検時におけるドローンの活用

：海・船のケーススタディ結果
：軽石、流木発生時の航路啓開における事前準備

R4年度

○大阪湾BCP(案)の改訂及び追加
：R4年度検討結果を踏まえ、海溝型に舞鶴港の活動を追記

：感染症に係る大阪湾BCP(案)の策定

○活動指針の構成の組換え

○舞鶴港を組み込んだ大阪湾港湾機能継続計画の検討（前年度より継続）
：海溝型地震時の大阪湾BCP(案)に舞鶴港での各種支援船団受入れに係る対処行動を追記

○新たな視点での災害事態への対処の方向性についての検討

：大阪湾内の海船の視点から見た災害ﾘｽｸに係る各種情報提供

：海底火山噴火に伴う軽石漂流や豪雨災害に伴う流木揚収等の対処事例の整理
○広域的な感染症に係る大阪湾BCP(案)の試案作成

○活動指針(案)の構成の変更（災害事態別から活動内容別への組換え）

H30年度

○和歌山県南部方面における航路啓開の課題

：南トラ具体計画による緊急物資受入港湾における航路啓開のあり方等の検討
○各府県道路啓開計画に整合した航路啓開計画の検証（継続）

○エネルギー輸送確保のための航路啓開のあり方

：大阪湾内諸港におけるエネルギー関連輸送の早期実現のための航路啓開目標の検討

○大阪湾出入り口閉塞に伴う大阪湾諸港への影響の検討
：航路寸断による大阪湾諸のバルク貨物荷主のＳＣＭへの影響と対応課題の検討

○高潮・高波・暴風災害時の大阪湾BCP(案)の策定

：H30年台風第21号による港湾施設被害を受けた、風水害を災害事態とした広域ＢＣＰを策定（同年本省で検討の港湾BCPガイドラインとの整合にも留意）
○和歌山県南部方面における航路啓開のあり方(継続)

：調達可能資機材を想定した航路啓開シナリオとそのフィージビリティの検証

○各府県道路啓開計画に整合した航路啓開計画の検証（継続）

：背後道路の啓開計画に整合した航路及び臨港道路啓開のあり方と課題整理
○大阪湾出入り口閉塞に伴う大阪湾諸港への影響の検討(継続)

：航路寸断に伴う、コンテナ貨物を中心とした大阪湾諸港背後荷主のＳＣＭへの影響と対応課題の検討(平成30年全国輸出入コンテナ貨物流動調査及びヒアリング調査に

基づく検討）

：企業ヒアリングによる港湾機能継続計画への要望事項の整理

R2年度

○大阪湾BCP(案)及び同活動指針(案)の更新
：過年度検討結果及びR2年度検討結果を踏まえ、４つの大阪湾BCP(案)及び同

活動指針の時点修正及び追記等

○航路啓開等の手順書(案)の更新

：図上訓練結果を踏まえ、海溝型地震時の航路啓開手順書(案)を追記し、高
潮・高波。暴風災害時の航路啓開手順書と併せて航路啓開手順書(案)を更新

○舞鶴港を組み込んだ大阪湾港湾機能継続計画の検討
：南海トラフ地震時における舞鶴港を活用した、緊急物資輸送、広域支援活動対応及び国際コンテナ物流の災害時代替機能の基本的な方向性と課題の整理

○和歌山県内の海上輸送拠点港の有効利用に関する検討(継続)

：緊急物資輸送ニーズの時系列変化を踏まえた航路啓開や輸送体制の検討

○大阪湾ＢＣＰ（案）の実効性向上や多様な事態への対応力向上に向けた検討
：大阪湾諸港の被害長期化に伴うｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ維持のための対応策（継続）

：感染症対策の影響と取組みの実態整理と今後の取組み方針の検討

：港湾BCPｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂に伴う揚収ｶﾞﾚｷ仮置き場確保の課題整理

R元年度

○既定計画の改訂

○風水害事態に対応したＢＣＰ(案)の策定

○手順書の作成

● 海溝型地震時の大阪湾BCP（案）

● 直下地震(上町断層帯地震)時の大阪湾BCP（案）

● 直下地震(六甲・淡路島断層帯地震)時の大阪湾BCP（案）

● 海溝型地震時の大阪湾BCP（案）

● 直下地震(上町断層帯地震)時の大阪湾BCP（案）

● 直下地震(六甲・淡路島断層帯地震)時の大阪湾BCP（案）

● 高潮・高波・暴風災害時の大阪湾BCP（案）

○各年度の図上訓練結果や個

別課題の検討結果について、

大阪湾ＢＣＰへの反映内容を

検討

○航路啓開等の手順書(案)策定

○包括的災害協定締結(H28.2)

○包括的災害協定改訂(H30.6)

○包括的災害協定改訂(R1.11)

● 海溝型地震時の大阪湾BCP（案）－舞鶴港関連を追記

●感染症に係る大阪湾BCP（案）－試案作成

○包括的災害協定改訂(R3.3)

●感染症に係る大阪湾BCP（案）
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大阪湾港湾広域防災協議会（第１３回） 
 
資料 1-2 災害時の航路啓開作業の検討 
 

国土交通省 近畿地方整備局 港湾空港部 
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資料 1-2 災害時の航路啓開作業の検討 
１）航路啓開作業に関する検討の全体像 

・大阪湾諸港及び大阪湾内等の航路啓開について、航路啓開作業や、航路啓開揚収物の仮置場での一時仮置き、最

終処分に向けた処理・処分のあり方等の一連の流やそこでの検討課題を整理する。 

図 2-1 大阪湾における南海トラフ地震による航路啓開作業と航路啓開揚収物の処理・処分の流れと検討課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■域内での迅速な作業船調達の可否が懸念される 

広域的な調達のあり方も含めて検討する必要がある 

■仮置場の確保が不可欠であるが、想定のない港湾で

の確保を急ぐ必要がある 

■環境省の各種基準等に基づく管理が必要 

→周辺への環境影響対策等 

■中間処理を実施するための準備も求められる 

→焼却、破砕等の処理のための分別やダイオキシン

対策等が必要 

■フェニックスセンターでの受入容量等の事前整理が

必要 

■航路啓開作業の機動性の検討が課題 
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２）過年度調査における航路啓開の検討結果 

(1)航路啓開作業の目標 

・過年度の検討において、大阪湾諸港の航路啓開の時間的な目標が、以下のように示されている。 

：航路啓開の順位は、あくまでも被災状況に応じたものであり、以下は目安とするものである。 

図 2-2「海溝型地震時の大阪湾ＢＣＰのための活動指針（案）」における初動期に啓開する水域と施設の復旧目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇H25 年度の検討 

・地方自治体、国の地震・津波に関す

るシミュレーション結果の反映 
・緊急確保航路に関する取り組みの検

討 
・海溝型地震時の大阪湾ＢＣＰ（案）、

同活動指針のフォローアップの実

施 
 

〇H26 年度の検討 

・活動指針（案）における啓開対象の

バースの中から、さらに優先啓開

対象のバースを選定 
・各港における“第一段階で啓開すべ

き水域”について、さらに必要最小

限の面積に絞り込みを実施 
・大阪湾内各港における、揚収した障

害物の仮置場所について検討 

注1 ：本図は、航路啓開目標時間を示すものであり、航路啓開作業の実際は、被災状況を踏まえた対応となる。 
：目標設定の考え方は、各港で４８時間以内に最低１航路を確保する方針に基づき定めたものであり、実際の災害時の
優先順位を定めたものではない。また異常点については、測深調査実施後に明示するものである。 

Ijyoutenn  
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・ 海溝型地震時の大阪湾内の緊急確保航路内で発生する漂流物で、特に揚収する必要があるのは家屋等がれき（漂流

ごみ）である。なお、除去する障害物は漂流する家屋がれき類のみである。 

：漂流物除去範囲の面積は、必要最小限の範囲とし、約46.2 ㎢となる。 

：除去範囲の漂流物の推定量は、次ページに示す。 

・緊急物資輸送船の航行の障害となる沈下物調査については、水深-20ｍ以下の範囲とし、以下のとおりである。 

図 2-3-1 障害物除去の実施範囲              図 2-3-2 沈下物調査の実施範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※大阪湾の範囲は、田倉埼(和歌山市)と生石鼻(淡路島)を結ぶ線、松帆埼 

(淡路島)と朝霧川河口左岸(明石市)を結ぶ線及び陸地によって囲まれた 

海域とした。 
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(2)航路啓開作業の検討結果からみた課題 

・一定の仮定の基での推計結果をみると、航路啓開揚収物に係る作業船、測量船の必要隻数及び家屋等がれき類や

自動車の仮置場の必要規模は、以下のとおりである。 

：航路啓開の主力作業船は、最大で約 70 隻弱が必要である。 

：測量船は、最大で約 35 隻が必要である。 

：航路啓開揚収物の仮置場は、約 3.4ha(大阪湾諸港の港湾区域面積の約 0.05%)必要である。 

・現在の近畿圏内における作業船の保有状況に照らせば、作業船や測量機器の不足は明らかであり、より効率的な

作業計画の検討や広域からの調達方策を検討する必要がある。 
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３）航路啓開揚収物の処理・処分のあり方と課題 

表 2-1 航路啓開揚収物の仮置場の確保及び最終処分の方法等に関する港湾管理者アンケート結果  
大阪府 兵庫県 和歌山県 大阪市 神戸市 

堺泉北港 阪南港 尼崎西宮芦屋港 和歌山下津港等 大阪港 神戸港 
Ｑ１ 仮置場の確保

と位置付け 
・想定あり 
・港湾ＢＣＰに

位置付け 

・想定あり 
・港湾ＢＣＰに

位置付け 

・仮置場の検討なし ・仮置場として利用でき
そうな場所が想定でき
ず、苦慮している 

・想定あり 
・港湾ＢＣＰに位置付け 

・仮置場の検討なし 
※BCP の位置付けはないが、

想定はある(図上訓練) 
候補地の数 2 か所 

(＋他１か所) ４か所   １か所  

位置付け 済 済   済（一部不可）  
仮置場の管理 ・港湾 BCP にお

いて処理フロ
ーを作成し、
分別方法は位
置づけている 

・港湾 BCP にお
いて処理フロ
ーを作成し、
分別方法は位
置づけている 

・仮置場等での分別方法や管理方
法等検討なし 

・仮置場等での分別方法や管理方
法等は、地域防災計画に準じて
実施 

・仮置場等での分別方法
や管理方法等検討なし 

・大阪湾広域臨海環境整備センタ
ーと締結している「大規模災害
時における大阪港内漂流物等の
仮置場の設置協力に関する協
定」に基づき対応 

・仮置場等での分別方法や管
理方法等検討なし 

Ｑ２ 揚収物の最終
処分 

・港湾 BCP に考
え方のみ記載 

・フェニックス
計画に準じて
検討 

・港湾 BCP に考
え方のみ記載 

・フェニックス
計画に準じて
検討 

・最終処分方法等の検討なし 
・同上は、地域防災計画に準じて実

施 

・最終処分方法等につい
ての検討なし 

・最終処分方法等の検討なし 
・同上は、地域防災計画に準じて実

施 

・最終処分方法については、
「大阪湾フェニックス計
画」に応じて、埋め立て処
分場での最終処分を想定 

Ｑ３ 揚収物処分の
ための運搬 

・港湾 BCP に考
え 方 の み 記
載。 

・港湾 BCP に考
え 方 の み 記
載。 

・最終処分場への運搬方法等の検
討なし 

・同上の運搬方法等については、地
域防災計画に準じて実施 

・最終処分場への運搬方
法等の検討なし 

・最終処分場への運搬方法等の検
討なし 

・同上の運搬方法等については、地
域防災計画に準じて実施 

・最終処分場への運搬方法等
の検討なし 

Ｑ４ 作業船係留場
所の確保 

・港湾 BCP に、
作業船の係留
場所（泊地）に
ついても一部
記載 

・港湾 BCP に、
作業船の係留
場所（泊地）に
ついても一部
記載 

・航路啓開作業を想定した、作業船
の係留場所の想定や確保方針の
検討には至っていない。 

現時点では検討は行って
いない。 

・航路啓開作業は、関係団体と締結
している「災害時における緊急
的な応急対策業務に関する包括
的協定書」に基づき実施するこ
とを想定している 

・協定書においては作業船係留場
所の想定等は定められていない
が、被災時の現場状況等を踏ま
えて、作業実施会社と協議の上
決定するものだと考えている。 

・具体的な場所は想定してい
ないが、大規模災害が発生
した場合、係留施設につい
ては利用可否判断を早期
に行う必要があり、利用可
能と判断したバースから
選定することとなる 

資料：大阪湾諸港の港湾管理者アンケート調査結果  

・航路啓開揚収物の仮置場について、主要な港湾においての確保見通しは立っているが、その規模や管理体制等に

ついて、今後とも継続的な検討が求められる。 

・最終処分については、フェニックスセンターでの受入を想定している港がほとんどであるが、中間処理や分別に

即した仮置場確保等に課題を残している。 
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４）作業船の在港状況（地方整備局の管内別）と確保可能性 

・近畿地方整備局管内及び西日本における作業船の隻数は、以下のとおりであり、近畿地方と九州地方に多くの作

業船が保有されている。 

・先に検討した、大阪湾ＢＣＰにおける初動時の必要作業船（主力の）は、70 隻弱であり、近畿地方整備局管内で

保有されている作業船隻数と比較すると不足が明らかであり、西日本一帯で保有されている作業船を広域調達す

る必要がある。 

：災害発生時点では、工事の関係等でこれら作業船の在港状況が異なる（不足）ことに留意が必要 

：広域調達にあたっては、現作業業務の中断を要請する必要があり、地方整備局間の調整が必要である。 
注）なお、所在港については、基地港として整理されたもので、常時所在港に在港しているわけではない。 

表 2-2 近畿管内及び西日本における現有作業船の在港状況 

注 1 ：起重機船については、吊上トン数 2,000 トン以上の大型の起重機船は機動性の必要な航路啓開作業に適さないため隻数から除外 
注 2 ：台船については、組立台船、半潜水式運搬台船は含まない。また測量船は港湾に在港するもののみを集計した。 
資料：現有作業船一覧 2025 年版（一般社団法人日本作業船協会）  
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５）航路啓開における大阪湾ＢＣＰ(案)における課題と対応について 

(1)作業船の広域調達及び航路啓開揚収物仮置場対策の方向性について 

・南海トラフ地震を想定した場合、大阪湾内における津波による沈下物等の航路啓開のために必要な作業船が不足

することは明らかであり、広域調達の対応が不可欠である。 

・また過年度調査結果を基にした必要作業船量について、一部航路への配置隻数が現実的ではない面もあり、初動

のナローマルチ等による測深調査結果をもとに、必要な場所に適宜適切な能力の作業船を配置するとともに、必

要最小限の航路啓開幅を事前に検討する等、より現実的な作業効率を実現する作業体制の検討が求められる。 

：なお、航路啓開作業の効率性を上げるためには、初動の測深調査が重要であり、測深機器の広域調達及び機

器積載のための小型船舶の確保方策等の事前対策が必要である。 

・航路啓開揚収物の仮置場については、主要な港湾での仮置場確保の見通しがあるものの、最終処分のための中間

処理の必要性や分別に応じた段階的な仮置場の確保、及び環境汚染対策のあり方等継続的な事前対策の検討が求

められる。 

・また、現状では大阪湾内諸港において必要十分な仮置場の確保には至っておらず、発災後の緊急対応による仮置

場確保にあたっては、関係者との調整の必要があり、事前の打診等の事前対策の検討が求められる。 

 

(2)作業船広域調達の具体策（案）について 

・全国的な作業船の減少傾向を踏まえると、南海トラフ地震に際しては、各種作業船等（特に起重機船や測深機器

等）の広域調達の具体策の検討が必要である。 

・作業船等の広域調達にあたっては、事前の準備対策、発災後の迅速な対応方策に分けて、以下のような具体策に

取組んでいく必要がある。 
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表 2-3 作業船等の広域調達のための事前対策（案） 

事前対策 内 容 備 考 

・包括的協定に基づく  

：各地方整備局単位で、災害時の包括協定の締結が進み、協定に基づく作業船の在港状況等の報

告情報が地方整備局単位で把握されており、その情報をベースに整備局間で情報を共有する体

制を整える。 

：情報共有をどの範囲までとするかについて、

こととし、南海トラフ地震における被災想定等を踏まえ、より確実な広域

調達が期待される整備局を対象に連絡体制を整え、順次連携地域を拡大していく等の取組が求

められる。 

－近畿地方整備局は、まず 等との情

報共有体制強化に取り組む必要がある。 

＊地方整備局間の作業船の情報共

有体制強化にあたっては、港湾

法 55 条 3 の 3 に基づく国の代

行管理も想定されることから、

国土交通省港湾局との連携も必

要である。 

・地方整備局間における  
：情報共有体制の次には、作業船の相互融通等の協定締結（広域調達要請に対する支援の明示）

が必要である。 
：協定の締結にあたっては、 するのか、

のか、 される。 
・相互支援協定として としては以下が想定される。 

：発災後の作業船等  
：広域調達（派遣）に係る  
：作業船等の広域的な  

＊広域調達のかかる協定の締結に

あたっては、実務上は各協会内

での調整が必要になることか

ら、各協会の全国組織を加えた

協力体制の調整が求められる。 

＊国土交通省港湾局との調整も上

記同様必要である。 

・  

：現在は、各地方整備局あるいは、港単位での訓練が実施されているが、広域調達の実効性向上

のためには、訓練等を介して、協力内容の相互確認に取組む必要がある。 

ex：広域の連絡体制（保有資機材情報の連絡）／航路啓開計画と必要作業船の相互融通等 

＊四国地方整備局は隣接の中国地

方整備局及び道路部隊等との合

同訓練を実施している。 
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・上述のような作業船の広域調達の事前対策が何等か進展していることを想定した場合、大阪湾内の航路啓開の主

要な活動事項については、下図のようなフローが想定される。 

なお、測深機器の調達は簡略化しているが、作業船と同様の調整は必要になるとみられる。 

※下図の活動フローについて、初動の連絡体制構築や被災情報集約の詳細及び作業許可申請等の事項は省略している。 

※図中の「随時見直し」については、作業の進捗状況や資機材の調達状況に応じて航路啓開計画を見直すということである。 

図 2-4 作業船等の広域調達に係る発災後の対応策（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・上図に示す活動フローは、航路啓開作業に必要な要員・資機材の不足を想定した広域調達にフォーカスしたものであるが、

航路啓開全体の流れは、次ページに示す。 
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図 2-5 大阪湾ＢＣＰ（案）に係る対処行動手順書における航路啓開活動フロー 
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大阪湾港湾広域防災協議会（第１３回） 
 
資料 1-3 海上支援ネットワーク形成の検討 
 

国土交通省 近畿地方整備局 港湾空港部 
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資料 1-3 海上支援ネットワーク形成の検討 
１）検討の背景 

・能登半島地震時における被災地支援や応急復旧活動上の課題を踏まえ、海上支援ネットワーク形成（地方港湾等を

含む）による緊急物資輸送拠点形成のための対応方策や制度改正が進められている。 

図 3-1 能登半島地震における課題を踏まえた港湾の防災・減災対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
・ さ

れた一方、陸路寸断により港湾施設の

。 
・災害時における、

が不可欠。 

資料：「交通政策審議会(防災部会)答申概要(R6.7)－令和 6 年能登半島地震を踏まえた港湾の防災・減災対策のあり方」「交通政策審議会（R7.6）」資料より作成 

○災害時やむを得ない場合、 とする制度（応急公用負

担）の創設 
○緊急物資等の輸送拠点としての機能強化に資する

制度の創設 
○倒壊した場合、緊急物資等の輸送に支障を及ぼす恐れのある

制度の拡充 
○災害時における 等 

・ ＝耐震強化岸壁、内陸へ繋がる道路、物資の仮置き等のための背後用地や緑地、航路・

泊地等、 により  
・ ＝ に利用される支援側港湾の役割も想定

し、耐震強化岸壁等必要な規模の施設の健全性を確保 

■ 海上支援ネットワークの形成のための防災拠点（イメージ） 
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・広域港湾ＢＣＰ策定ガイドライン（被災地支援輸送編）及び港湾ＢＣＰ策定ガイドライン（改定）が令和７年６月

に公表され、被災地支援輸送における防災拠点としての港湾施設の活用の方策が示されている。 

・大阪湾ＢＣＰ(案)でも、上記ガイドラインに即した海上支援ネットワーク形成のあり方を検討する。 

図 3-2 広域港湾ＢＣＰ策定ガイドライン（被災地支援輸送編）の体系と検討ポイント 

 

 

 

 

 

 

  

・

 

※支援側と受援側は１日サイクルでの運行が望ましい 

・

※図に示すように道路インフラが脆弱な、離島・半島地域等の
計画策定の緊急性が高い 

・広域港湾 BCP（被災地支援
輸送編）の策定に伴い、支
援ふ頭の位置付けと

（その他の改定要件
もある）  

・また、現状で未策定が多い

も求め
られる。 

・被災地支援輸送に引き続き
検討 

 
資料：「広域港湾 BCP・港湾 BCP 策定ガイドライン（国土交通省港湾局海岸・防災課）」プレス資料より作成 
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２）和歌山県における海上支援ネットワークの形成について 
【和歌山県における津波避難困難地域の想定について】 

・和歌山県地域防災計画においては、南海トラフ地震を想定した津波避難困難地域を想定しており、和歌山県南部地

域、特にすさみ町から東側の地域において、津波避難困難地域が発生すると想定されている。 

・同地域防災計画を、検討の前提にした場合、和歌山県における海上支援ネットワークは、同上地域で発生するとみ

られる孤立地域の支援に重点を置く必要がある。 

 

表 3-1 南海トラフ地震を想定した津波避難困難地域  図 3-3 和歌山県南部に集中する津波避難困難地域 

資料：以上の図表とも、和歌山県地域防災計画（地震・津波災害
対策計画編／令和６年度修正）より作成 
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【和歌山県地域防災計画における海上からの緊急物資輸送のための港湾の位置付けとネットワークの考え方】 

・和歌山県地域防災計画においても、海上経由での罹災者避難、救援物資輸送が計画されている、下表に示すように、

必要な耐震強化、ネットワーク形成（緊急輸送道路との連携を含む）を図る旨が示されている。 

・計画では、拠点港として、和歌山下津港、新宮港、補完港として日高港、文里港、袋港が位置づけられているとと

もに、同計画の漁港、漁村防災計画において、４漁港も緊急物資輸送拠点に位置付けられている。 

・基本的には、同計画を反映する形で海上支援ネットワークの形成が求められる。 

表 3-2 和歌山県地域防災計画における港湾防災計画等   図 3-2 和歌山県地域防災計画にみる港湾・漁港を活用したネットワーク 

 

 

 

 

 

 
資料：以上の表・図は、和歌山県地域防災計画（地震・津波災害対策計

画編／令和６年度修正）より作成 
  

和歌山下津港 

新宮港 

日高港 

文里港 

袋港 

阿尾漁港 

周参見漁港 

串本漁港 

勝浦漁港 



 

19 

３）防災拠点における支援物資等の荷捌業務に係る体制の確保について 

・和歌山県内の海上支援ネットワークにみるように、ネットワークを形成する地方港湾においては、一部を除く平

常時の物流利用は限られており、港湾運送業者もいない状況であり、荷役を担う要員や荷役機器を、重要港湾以

上の港湾から派遣して体制を整える必要がある。 

・しかし、大規模災害発生の直後、特に津波警報や注意報が発令されている状況では、海上輸送も難しく、また道

路啓開の状況にも依存することから、迅速な対応には限界があるとみられる。そのため、可能な限り迅速に港湾

運送関連の事業者の派遣体制を整えることはもちろんであるが、被災地域の建設業者や運送業者の協力を得て、

荷役のための機器（トラッククレーンやフォークリフト等）を調達する方法等の検討や協定締結等の事前の対策

が必要である。 

：荷役機器等の調達が迅速に可能であれば、人員だけの輸送であれば比較的容易であるとみられる。 

－人員だけであれば、港湾業務艇や清掃船等の喫水が浅く、即応可能な船舶による輸送も可能である。 

－また、フェリーバージ等を利用して、応急復旧を兼ねた荷役機器の輸送の可能性もある。 

：和歌山県へのヒアリング結果によれば、起重機船等の地元調達の可能性もあり、それらを利用した（航路啓開

後に）荷役作業の可能性もある。 

－加えて、フェリーバージ等を利用して、応急復旧を兼ねた荷役機器の輸送も可能である。 

：上記の対応の実効性を確保するためには、港湾管理者と関係業者との協定締結等の事前対策が求められる。 

 

 



 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪湾港湾広域防災協議会（第１３回） 
 
資料 1-4 図上訓練結果と対応課題及び大阪湾ＢＣＰ(案)への反

映について 
 

国土交通省 近畿地方整備局 港湾空港部 
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資料 1-4 図上訓練結果と対応課題及び大阪湾ＢＣＰ(案)への反映について 
１）図上訓練の目的・実施内容・参加者 

・継続的に実施している包括的協定メンバーを中心とした情報伝達訓練（演習）と、大阪湾 BCP(案)の対応意識醸成

のための意見交換に加え、舞鶴港関係者によるバース調整の模擬的訓練の、計２つの訓練を実施した。 

表 4-1 図上訓練の実施概要 

項 目 内 容 

○訓練の目的等 ・訓練Ⅰ：航路啓開を実施する作業船の船団構成の想定と、実務上の課題整理及び広域からの応援船団との連携作業における課題検証 

：揚収物仮置場の想定に基づく、航路啓開揚収物の搬送、陸揚げ等に係る課題検証 

：「海・船の視点から見た港湾強靭化」の一環としての係留船舶の港外退避時に係る課題検証や情報支援のあり方の課題検証 

・訓練Ⅱ：広域支援活動のための各種船舶や国際コンテナ一部代替輸送船舶等受入れにあたっての舞鶴港における実践的なバース調整模擬訓練 

○訓練の手法 ・継続的な演習訓練に加え、大阪湾ＢＣＰ(案)における広域的連携活動や舞鶴港における支援活動等の検証を行うため、２回の訓練を実施した。 

：第１回訓練－演習訓練→航路啓開の一連の手順確認（読み合わせ）及び情報伝達メール送信（情報伝達演習） 

－意見交換→作業船の配置や広域調達、揚収物仮置場の確保・管理のあり方、大阪湾諸港在港船舶の港外退避等情報支援 

：第２回訓練－法 55 条の 3 の 3 の２項に基づく支援船舶情報収集のあり方（読み合わせ） 

－舞鶴港における支援船団の模擬的なバース調整（ＷＳ及び意見交換）→ＷＧメンバーへの WEB 視聴環境を用意 

○訓練参加者 

注：◎印は WEB 参加 

訓練Ⅰ 民間団体等 ・包括的協定団体（日本埋立浚渫協会／日本海上起重技術協会◎／全国浚渫業協会 関西支部◎／海洋調査協会／港湾空

港技術コンサルタンツ協会◎） 

・その他関係者（大阪港運協会／㈱東洋信号通信社／近畿運輸㈱／日東物流㈱／株式会社日新／協同組合神戸タグ協会

／大阪府タグ事業協同組合／協同組合神戸タグ協会） 

港湾管理者等 ・港湾管理者（大阪府◎／兵庫県◎／和歌山県◎／大阪市◎／神戸市） 

・上記関係者（大阪湾広域臨海環境整備センター◎） 

国の機関 ・近畿運輸局◎／神戸運輸監理部（2 名）◎／第５管区海上保安本部（2 名） 

・近畿地方整備局港湾空港部（港湾空港防災・危機管理課（3 名）／大阪港湾・空港整備事務所／神戸港湾事務所（2 名）

◎／和歌山港湾事務所◎／舞鶴港湾事務所◎） 

オブザーバー ・大阪大学名誉教授（青木伸一） 

訓練Ⅱ 民間 ・港湾運送業（飯野港運㈱／日本通運㈱舞鶴営業支店）／・船社（新日本海フェリー㈱社舞鶴支店）／・舞鶴倉庫㈱ 

港湾管理者等 ・港湾管理者（京都府港湾局） 

国の機関 ・近畿地方整備局舞鶴港湾事務所(2 名)／近畿地方整備局港湾空港部港湾空港防災・危機管理課(4 名、うち 2 名 WEB)／

大阪港湾・空港整備事務所◎／和歌山港湾事務所◎ 

・オブザーバー（近畿運輸局(2 名)◎／神戸運輸監理部(2 名)◎／海上自衛隊舞鶴地方総監部／第八管区海上保安本部◎） 

○訓練実施日 訓練Ⅰ Ｒ７年１２月１８日 １３時～１６時１５分 

訓練Ⅱ Ｒ７年１２月０２日 １４時～１６時 

○訓練実施場所 訓練Ⅰ 神戸地方合同庁舎第 4 共用会議室＆ＷＥＢ参加 

訓練Ⅱ 近畿地方整備局舞鶴港湾事務所会議室＆ＷＥＢ参加 
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２）実施した訓練の内容 

(1) 訓練Ⅰの実施内容 

・「大阪湾ＢＣＰ(案)に係る対処行動手順書（案）」について、航路啓開活動を中心に、訓練参加者が分担して詠み

合わせ訓練を実施した。 

：読み合わせを行った活動内容は、以下の表及びフローに従った内容である。 

 

表 4-2 訓練Ⅰ－読み合わせ訓練の実施概要 

読み合わせの内容 読み上げ実施者 

・応急復旧に係る航路啓開手順書の全体について、活動内容を、時

系列のステージ別に区切って実施 

ステージ１：避難・安否確認・事後対応のための体制整備等 

ステージ２：被災情報の収集の内容について 

ステージ３：港湾施設復旧及び港湾区域・航路の啓開活動 

ステージ４：暫定供用・入港許可等 

・包括的協定メンバー 

・港湾管理者 

・近畿地方整備局港湾空港部 

・その他、訓練会場参加者 

・進行役より指名して順次読み上げ 

 

図 4-1 航路啓開等応急復旧作業の流れと実施する訓練の内容 
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・モバイルＰＣ及びＷＥＢネットワークを活用し、以下の２つの情報送信の演習を実施した。 

①演習プログラム１ ＰＣ等を使用した被災情報の伝達 

・南海トラフ地震発生に伴い、広域連携活動を実施するための初動の被災情報の収集と伝達に係る演習訓練を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②演習プログラム２ ＰＣ等を使用した出動要請に係る情報伝達 

・包括協定メンバーへの近畿地方整備局及び港湾管理者からの出動要請に係る情報送信の演習を行った。 
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・訓練Ⅰでは、航路啓開作業船の適切な船団構成、広域調達作業船との連携及び航路啓開揚収物の仮置場の確保と

管理体制等について、意見交換を実施した。 

・また、在港船舶の港外退避に係る情報支援についても、昨年に引き続き意見交換を実施した。 

表 4-3 訓練Ⅰ－協議事項等 
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(2) 訓練Ⅱの実施内容 

・訓練Ⅱにおいては、舞鶴港へ寄港予定船舶の寄航予定情報の収集活動に係る活動内容について、関係者で読み合せを行った。 

表 4-4 訓練Ⅱ－読み合わせ訓練の実施概要 

読み合わせの内容 読み上げ実施者 

・舞鶴港へ寄港予定の支援船情報について、港湾法 55 条 3 の 3 の 2

項に基づき、国への情報収集手順について 

：便宜的に、手順を仮定して読み合わせを実施 

・訓練に参加した京都府港湾局、舞鶴港湾事務所及び舞鶴港の港湾

運送事業者等 

・進行役より指名して順次読み上げ 

 

・訓練Ⅱにおいては、舞鶴港へ寄港予定船舶の受入のためのバース調整について、仮定のバースウインドウを用いて、関係者間の協議

に基づく模擬的なバース調整を実施した。 

 

・訓練Ⅱにおいては、舞鶴港へ寄港予定船舶の寄航予定情報の収集活動に係る活動内容について、関係者で読み合わせを行った。 

表 4-5 訓練Ⅱ－意見交換の協議事項等 
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３）図上訓練の実施風景 

・訓練Ⅰ及び訓練Ⅱの実施風景は、以下のとおりである。 

 

図 4-2-1 訓練Ⅰ－図上訓練メイン会場配席図     写真 4-1 訓練風景 
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図 4-3-2 訓練Ⅱ－図上訓練会場配席図          写真 4-2 訓練風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PA
CFIK

N
IN

G
BO

し
ま
ん
と
（
内
航
）

SU
N

N
Y D

A
H

LIA
PA

C
FIK

N
IN

G
B

O

け
や
き

あ
か
し
あ

け
や
き

あ
か
し
あ

け
や
き

あ
か
し
あ

け
や
き

あ
か
し
あ

け
や
き

あ
か
し
あ

け
や
き

あ
か
し
あ

け
や
き

あ
か
し
あ

貨
物
船

499型

貨
物
船

199型
貨
物
船

199型

ク
ル
ー
ズ
船

/1.5万
ク
ル
ー
ズ
船

/2万
t

貨
物
船

199型

中
古
車

原
木
船

自
動
車
航
送
船

木
材
チ
ッ
プ
、
パ
ル
プ

SU
N

N
Y D

A
H

LIA
し
ま
ん
と
（
内
航
）

中
古
車

木
材
チ
ッ
プ
、
パ
ル
プ

原
木
船

貨
物
船

499型

自
動
車
航
送
船



 

28 

４）図上訓練結果のまとめ及び今後の取組み課題 

・航路啓開にあたっての一連の流れの中で、特に測深調査の重要性を確認することができた一方、揚収物仮置場での

管理体制等の検討課題が残された。 

・船舶の港外退避に関連した乗員・乗客の陸上避難のあり方に若干の懸念があることも分かった。 

表 4-6-1 図上訓練結果からみた検討課題と対応の方向性 

区分 演習や意見交換（協議）を踏まえて明確になった点や課題 主体別の対応の方向性 

訓練Ⅰ ○航路啓開船団構成や船団の配置 

・効率的な航路啓開のためには、まず沈下物の状況を把握し、

適材適所で作業船の配置を整えることが重要。 

：大阪湾内では、100～300ｔ吊りの起重機船が使い易く、調

達しやすい。 

 

・ナローマルチは全国から調達する必要があり、南海トラフ地

震時の取合を想定すると、国による機器配置の調整が必要。 

・作業船、要員とも不足すると考えられるため、国による航路

啓開優先順位等の調整が必要。 

○作業船の広域調達 

・広域調達にあたっては、現行作業中の作業の中断願い等につ

いて国の調整が必要。 

○航路啓開揚収物の仮置場確保と管理 

・主要な港での揚収物仮置場の確保見通しはついているが、揚

収物の品目別の取扱い等、管理体制の充実が必要。 

○船舶の港外退避 

・船舶乗務員の陸上避難に比べ客船乗客の避難誘導について、

若干の疑問が残された。 

・外国人乗務員の対応が懸念事項。 

 

注：上表の  

：同上の  
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・より具体的な状況付与に基づくバース調整演習訓練結果を踏まえると、舞鶴港の特性に応じた荷役体制のあり方、

一時保管が必要になった場合の対応や、被災地に向けた物資の受渡しの際の指揮系統のあり方等についての対応が

求められる。 

・また、国際コンテナの代替輸送の増加に対しては、蔵置のための暫定利用ヤードの確保について、ＣＩＱを含めた

対応が求められる。 

表 4-6-2 図上訓練結果からみた検討課題と対応の方向性 

訓練 演習や意見交換（協議）を踏まえて明確になった点や課題 主体別の対応方針 

訓練Ⅱ ・寄港予定船舶情報は、情報の錯綜が起きないよう、本省から

一本化されたルートでの伝達を要望。 

・舞鶴港の地理的条件を踏まえ、西港と東港での個々の受け入

れ体制の必要性の指摘。 

・一時保管が必要になった場合の倉庫の空き状況が懸念事項 

・コンテナ取扱量増加に応じ、現ターミナルの隣接地等を暫定

的に利用できるような対策が必要 

：ＣＩＱやＳＯＬＡＳ対応を含めた調整が必要 

・支援物資の受渡しにあたっての指揮系統の明確化が必要 

：道路啓開状況や受取業者情報等の情報管理を含む 

・一時保管に係る、保管、入出庫伝票等の管理の必要性 

注：上表の  

：同上の  
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資料 1-5 今年度検討結果の大阪湾ＢＣＰ(案)及び同活動指針

(案)への反映について 
 

国土交通省 近畿地方整備局 港湾空港部 
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資料 1-5 今年度検討結果の大阪湾ＢＣＰ(案)及び同活動指針(案)への反映について 
１）令和７年度の検討結果の大阪湾ＢＣＰ(案)等への追記（案） 

(1)「大阪湾ＢＣＰ(案)」への追記事項 

【検討結果の大阪湾ＢＣＰ（案）への反映について】 

①航路啓開の実効性向上のため、ナローマルチや搭載船舶の確保や調達のあり方を追記する 

⇒「海溝型地震時の大阪湾ＢＣＰ（案）＞3．対処行動と目標時間（案）＞(1)緊急物資輸送活動＞③被災情報

の収集」について、測深調査の迅速実施とそのためのナローマルチや搭載船舶確保の事前準備等を加筆 

⇒「大阪湾ＢＣＰ(案)に係る対処行動手順書（案）‐ステージ２：被災情報の収集」へ、上記との整合性をと

るよう加筆 

②作業船の広域調達について、地方整備局間の連携について追記する 

⇒「海溝型地震時の大阪湾ＢＣＰ（案）＞3．対処行動と目標時間（案）＞(1)緊急物資輸送活動＞④輸送拠点

の復旧及び使用開始の方策」について、作業船の広域調達に係る地方整備局間の連携強化を加筆 

⇒「大阪湾ＢＣＰ(案)に係る対処行動手順書（案）‐ステージ３：港湾施設復旧及び港湾区域・航路の啓開活

動」へ、上記との整合性をとるよう加筆（地方整備局間での作業船情報の共有や発注業務中断要請等） 

③航路啓開揚収物の仮置場確保・管理体制強化の取組みについて 

⇒既に、大阪湾ＢＣＰ（案）等に記載済みの内容であり、今後は大阪湾諸港の各港ＢＣＰにおいて、事前対策

等の強化策の一つとしての仮置場候補地の検討や管理体制強化の検討等を進めるものとする。 

④津波来襲時の陸上避難誘導のあり方について追記する 

⇒「海溝型地震時の大阪湾ＢＣＰ（案）＞3．対処行動と目標時間（案）＞(1)緊急物資輸送活動＞①避難」に

ついて、船舶の安全対策のみの記述となっているため、乗員・乗客の安全な避難誘導等の支援について加筆

する。 

※大阪湾ＢＣＰ(案)においては、原則的な記述とし、具体策等は各港ＢＣＰによる対策とする。 

⑤舞鶴港における訓練結果から得られた課題等への対応について 

⇒舞鶴港の港湾ＢＣＰの充実によって、対応課題の解消を図るものとする。 
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(2)「大阪湾ＢＣＰのための活動指針（案）」への追記事項 

【検討結果の大阪湾ＢＣＰのための活動指針(案)への反映について】 

①航路啓開の実効性向上のため、ナローマルチや搭載船舶の確保や活用する作業船の適性等について追記する 

⇒「大阪湾ＢＣＰのための活動指針（案）-応急復旧編＞1．応急復旧活動等（案）＞1-1．海溝型地震時の復旧

活動について」に、今年度の事業者ヒアリングや訓練を踏まえ、航路啓開における留意事項等を列記する。 

②地方整備局間の連携によって広域調達した作業船を含めた作業船団構成を追記する。 

⇒「大阪湾ＢＣＰのための活動指針（案）-応急復旧編＞1．応急復旧活動等（案）＞1-1．海溝型地震時の復旧

活動について」に、広域調達等も含めての航路啓開船団構成等の案を加える 

③航路啓開揚収物の仮置場確保・管理体制強化の取組みについて環境対策等の諸条件等を追記する。 

⇒「大阪湾ＢＣＰのための活動指針（案）-応急復旧編＞1．応急復旧活動等（案）＞1-5．がれき処理のあり方」

へ、仮置場における環境対策強化について、環境省基準等に関する今年度の検討結果を追記する。 

④津波来襲時の陸上避難誘導のあり方を含め、海・船に関する３年間の検討成果を追記する。 

⇒「大阪湾ＢＣＰのための活動指針（案）-目標、被災想定編＞2．被災想定（案）＞2-4 海・船の視点でみた大

阪湾諸港の津波災害リスクの想定」について、過年度の検討結果も含め、一連の検討結果を追記するととも

に、各港ＢＣＰにおける避難誘導策の充実等の必要性を追記する。 
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２）具体の反映内容（案） 

（1）「大阪湾ＢＣＰ(案)」への追記内容 

・追記内容は、海溝型地震時の大阪湾ＢＣＰ（案）を例示的に示す。 
項 目 内 容 

追記個所 3．対処行動と目標時間（案）＞(1)緊急物資輸送活動＞③被災情報の収集   ｐ7 

／(2)国際コンテナ物流活動／②被災情報の収集  ｐ12 

原文の修正案 

（追記内容は赤

太字） 

●近畿地方整備局、港湾管理者は、発災後速やかに耐震強化岸壁被災状況及び接続する航路（緊急確保航路を含む）等の漂流物や沈

下物等を確認し、情報の共有を行う。 

・港湾管理者は、予め、定められた報告様式を用いて、近畿地方整備局へ耐震強化岸壁の被災情報を速やかに報告し、近畿地方整

備局と復旧の手順について調整を行う。近畿地方整備局は、復旧の進捗状況について適宜公表し、情報の共有に努める。 

・特に航路啓開を迅速に実施するためには支障物の早期確認が重要であり、ナローマルチ等の測深機器による早期調査を実施する

とともに、必要機器確保のための事前対策（海洋調査協会との情報共有等）に取組む。 

＊報告様式については、活動指針（案）に記載のものを使用する。 

但し、各港湾管理者の独自様式で活動指針（案）に記載の様式の内容を網羅する場合は、各港湾管理者の独自様式での報告も可

とする。 

・近畿地方整備局は、被災情報共有のため、必要に応じ第五管区海上保安本部や港湾管理者にリエゾンを派遣する。 

・近畿地方整備局、港湾管理者は必要に応じ、ドローン及び衛星画像を活用し迅速で広範囲な被害状況の把握に努める。 

備 考 ・国際コンテナ物流活動においても同様の文案を追記 
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・関連する「大阪湾ＢＣＰ(案)に係る対処行動手順書（案）－ステージ２」への追記内容（赤太字）は以下のとおり。 
 

ステージ２：被災情報の収集 

②被災情報の収集 活動主体 関係者等 準備・参照資料 

②-1-1 近畿地方整備局、港湾管理者及び阪神国際港湾株式会社は、民間事業者等と連携

して、耐震強化岸壁及びその周辺の港湾区域内の被災情報を収集する。 

整備局、管理者、阪

神国際 

民間事業者 

 

・被災状況等点検マニュアル及

び点検コース等／・チェック

リスト／・各種様式 

・各種安全装備／・移動手段 

・点検器具 

・緊急連絡手段 

：近畿地方整備局、港湾管理者及び阪神国際港湾株式会社は、自らの管理する港湾施

設等について被災情報を収集する（水域施設(航路、泊地等)、外郭施設(防波堤、防

潮堤、閘門等)、係留施設(岸壁、桟橋、物揚げ場等)、臨港交通施設(道路、駐車場、

橋梁等)等、以下港湾施設等と略す）。 

整備局、管理者、阪

神国際 

 

 

：近畿地方整備局、港湾管理者及び阪神国際港湾株式会社は、災害発生時における緊

急的な応急対策業務に関する包括的協定（以下、包括的協定と略す）に基づき、包

括的協定の民間協力者（以下、一般社団法人日本埋立浚渫協会等という。）と調整

し、同会員企業に被災情報収集のための出動を要請する。（包括的協定第 5 条） 

整備局、管理者、阪

神国際 

 

埋浚等 

埋浚等会員企業 

・包括的協定連絡表 

 

：一般社団法人日本埋立浚渫協会等の会員企業は、上記要請に応じ、港湾区域及び緊

急確保航路の被災状況を調査し、要請者に報告する（特に水域の沈下物、漂流物等

の調査は、一般社団法人海洋調査協会会員企業が実施する）。 

－なお、測深機器が不足する場合、近畿地方整備局は、近隣の地方整備局及び国

土交通省港湾局並びに一般社団法人海洋調査協会に広域的な人員・資機材確保

の要請を行う。また、一般社団法人海洋調査協会は、要請に応じて広域調達を

支援する。 

埋浚等会員企業 

海調協 

 

整備局 

整備局、管理者、阪

神国際 

 

他地域の整備局、本

省港湾局 

海調協 

・被災状況等点検マニュアル及

び点検コース等 

・各種安全装備 

・点検器具 

・移動手段 

・チェックリスト 

・各種様式 

・緊急連絡手段 

・ナローマルチ等の測深機器保

有状況情報（海調協との平時

からの継続的な情報共有の取

組み） 

：大阪湾ＢＣＰに関係する民間事業者等は、自事業所の近傍にある耐震強化岸壁及び

背後ヤードの被災状況について、必要に応じて収集した被災情報を港湾管理者及び

阪神国際港湾株式会社に報告する。 

民間事業者 管理者、阪神国際 

：大阪湾ＢＣＰの民間事業者等は、利用しているコンテナターミナル等の被災状況

（自らの管理物件及び必要に応じその他の施設を含む）について調査し、港湾管理

者及び阪神国際港湾株式会社に報告する。 

民間事業者 管理者、阪神国際 

注）以降省略 
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・追記内容は、海溝型地震時の大阪湾ＢＣＰ（案）を例示的に示す。 
項 目 内 容 

追記個所 3．対処行動と目標時間（案）＞(1)緊急物資輸送活動＞④輸送拠点の復旧及び使用開始の方策   ｐ8 

／(2)国際コンテナ物流活動／③コンテナターミナルの復旧  ｐ12～13 

原文の修正案 

（追記内容は赤

太字） 

●近畿地方整備局は、港湾管理者との調整結果に基づき、日本埋立浚渫協会等へ耐震強化岸壁の応急復旧及び接続する航路等の航路

啓開の要請を行う。 

・日本埋立浚渫協会等は、迅速な作業着手ができるよう、予め、各拠点の応急復旧に必要な海上工事に関する手続き書類を準備し

ておく。 

・近畿地方整備局は、航路啓開を迅速に実施するため、各種作業船及び測量機器等の必要量の不足が発生する場合を想定し、事前

に他地域の地方整備局との間で、作業船の相互調達支援についての体制確保に努める。 

備 考 ・国際コンテナ物流活動においても同様の文案を追記 

 
・関連する「大阪湾ＢＣＰ(案)に係る対処行動手順書（案）－ステージ３」への追記内容（赤太字）は以下のとおり。 

ステージ３：港湾施設復旧及び港湾区域・航路の啓開活動 

③港湾施設復旧及び港湾区域・航路の啓開活動 活動主体 関係者等 準備・参照資料 

③-2-2 一般社団法人日本埋立浚渫協会等は、包括的協定に基づき、応急復旧作業に動員

可能な資機材等の情報を収集・整理し、近畿地方整備局（及び港湾管理者、阪神国際

港湾株式会社）に報告する。 

埋浚等 整備局、管理者、阪

神国際 

・同協会会員名簿 

・同上担当者名、直通電話番号等 

・包括的協定連絡表 

③-2-3 近畿地方整備局（及び港湾管理者、阪神国際港湾株式会社）は、包括的協定に基

づき、一般社団法人日本埋立浚渫協会等からの資機材等の報告を基に、一般社団法人

日本埋立浚渫協会等と調整しつつ応急復旧作業を要請する各会員企業を特定し、出動

を要請する。（⇒会員企業の出動の応諾は省略）。近畿地方整備局（及び港湾管理

者、阪神国際港湾株式会社）は、一般社団法人日本埋立浚渫協会等出動要請後、速や

かに関係者間で情報を共有する。 

近畿地方整備局は、資機材、特に作業船等の必要量が不足する場合、他地域の地方

整備局等に対し、作業船等の調達支援を要請するとともに、必要に応じ、作業船の広域

調達のための現行作業の中断の協力について、他地域の地方整備局を介して要請する。 

整備局、管理者、阪

神国際 

 

 

 

 

整備局 

埋浚等会員企業 

包括的協定関係者 

 

 

 

 

他地域の整備局 

・包括的協定連絡表及び個々の

会員連絡先 

・同上担当者名、直通電話番号

等 

 

 

・他地域の整備局との作業船情

報の共有資料 

注）以降省略  
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・追記内容は、海溝型地震時の大阪湾ＢＣＰ（案）を例示的に示す。 
項 目 内 容 

追記個所 3．対処行動と目標時間（案）＞(1)緊急物資輸送活動＞①避難   ｐ7 

／(2)国際コンテナ物流活動／①避難  ｐ12 

原文の修正案 

（追記内容は赤

太字） 

●津波警報又は大津波警報が発表された場合、人命確保を第一に考え、速やかに避難を行う。 

・大阪湾の各関係者は、津波警報又は大津波警報が発表された場合、津波情報の収集に努め、人命確保を第一に考え、港湾毎、

主体毎の津波対応要領等に従い、避難、対処を行う。 

●津波警報又は大津波警報が発表された場合を想定し、船舶の安全な港外退避の支援のため、近畿地方整備局及び港湾管理者は、平

時から関係船舶への避難航路上のリスク要因や、総員退避を選択した場合に備えて乗員・乗客の陸上避難のあり方等についての情

報発信に努める。 

備 考 ・国際コンテナ物流活動においても同様の文案を追記 
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（2）今年度の検討結果を踏まえた「大阪湾ＢＣＰのための活動指針（案）」への追記内容 

・「大阪湾ＢＣＰのための活動指針（案）-応急復旧編＞1．応急復旧活動等（案）＞1-1．海溝型地震時の復旧活動について」へ以下を追記する。 

5)航路啓開作業を実施する上での留意事項 

・大阪湾内で航路啓開作業を実施する際の留意事項は、以下のとおりである。 

 

表 大阪湾内での航路啓開に関する留意事項 

項 目 内 容 

(1)機動性が高い起重

機船の大きさ 

・300ｔ吊の起重機船が最も使い勝手がいい。 

：埋立地裏の水路（運河）等の作業時には、クレーン付台船の適性が高いが、クレーン付台船は数が少なく、調達

に手間がかかるので、使いにくい。 

－作業がない場合、クレーン付台船のクレーンは丘にあげて別作業に使っている。 

：上記のような狭隘なエリアで起重機船を使う場合は 70ｔ吊くらいがよい。 

(2)大阪湾内（港湾区域

外）での航路啓開作

業のやり方について 

・大阪湾内で航路啓開作業する場合、よほど深い場所でない限り起重機船をアンカーで固定して作業を実施できる。 

：スパッドは、届かない場所があるので使わない場合が多い。 

：深水域では、アンカーを広角に打つので巻上等の時間がかかり、若干作業時間のロスがでる。 

－アンカ―の巻上速度は、起重機船の大きさによるのではなく、巻上ウインチの性能による（起重機船の日

ごろの仕事場によってウインチの性能が変わる）。 

(3)作業船の曳航につ

いて 

・大阪湾内であれば、基本的に押船で曳航する方が良い。 

：引船は港内作業時には、あまり使用しないよう国交省から指導されている。 

：押船は外洋等の波が高いエリアでは、作業船との接続部が損傷する恐れがあり、湾内などの利用に向いている。 

※「押船＋作業船」を引船で曳航する場合がある 

(4)災害時の出動の際

の留意事項について 

・作業エリアにおいて漁網や漁具その他漂流物がある場合、プロペラの損傷が危惧され、作業船は入りにくい。そのた

め、出動要請があった場合でも作業エリアにおける作業の安全確保ができるかどうかの事前確認が必要になる。 

：東日本大震災時も出動して現場近くに行っても港に入れない状況があった、と聞いている。 

・大阪湾内では、港及び港湾管理者の数が多いので、航路啓開作業場所の優先順位をつけて、出動場所の指示を一本化

してほしい。 

資料：日本埋立浚渫協会近畿支部ヒアリング（Ｒ７年度大阪湾諸港等の広域連携に関する港湾事業継続計画検討業務）結果より作成  
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・「大阪湾ＢＣＰのための活動指針（案）-応急復旧編＞1．応急復旧活動等（案）＞1-1．海溝型地震時の復旧活動について」へ以下を追記する。 

 

6)航路啓開作業の船団構成の例 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

・「大阪湾ＢＣＰのための活動指針（案）-応急復旧編＞1．応急復旧活動等（案）＞1-5．がれき処理のあり方」へ、仮置場における環境対策強化について、

環境省基準やガイドライン等に関する今年度の検討結果を追記する。 

 

1-5．がれき処理のあり方 
(4)航路啓開揚収物（がれき等）の仮置場における管理体制に関する留意事項 
・航路啓開等による揚収物について、仮置場における環境対策について、「環境省災害廃棄物対策情報サイト－（技術資料）」に基づく対処及び留

意事項を以下に示す。 

表 環境省災害廃棄物対策情報サイト－（技術資料）に基づく廃棄物の種類別の基本的な処理技術 

表 環境省災害廃棄物対策情報サイト－（技術資料）に基づく廃棄物の種類別の基本的な処理技術（つづき） 
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・「大阪湾ＢＣＰのための活動指針（案）-目標、被災想定編＞2．被災想定（案）＞2-4 海・船の視点でみた大阪湾諸港の津波災害リスクの想定」へ、Ｒ６

年度以降の検討結果（港外退避船舶の港口への集中／避難マニュアルの策定状況や陸上避難の課題等）を以下のように追記する。 

(1)リスク評価結果／(2)リスク評価の検討条件等は記載済み 

(3)主要３港の港口への避難船舶の集中状況の推定 
・Ｒ５年度の検討結果を受け、在港船舶が一斉に港外退避を行った際の、港口への集中状況を以下のように推計した。 

・推計にあたっては、船舶動静調査（令和 5年 10 月 1 か月）を基礎資料として用いた。 

参考図 大阪港の係留船舶の避難経路                    参考図 堺泉北港の係留船舶の避難経路 
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参考図 神戸港の係留船舶の避難経路 
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参考資料 大阪湾内主要３港の港外退避航路別の推定隻数（Ｒ５年１０月現在の在港隻数で推計） 

表 大阪港の主要航路別の港外退避隻数 

資料：船舶動静調査（令和 5 年 10 月 1 か月）を基に作成 

表 神戸港の主要航路別の港外退避隻数 

資料：船舶動静調査（令和 5 年 10 月 1 か月）を基に作成 

表 堺泉北港の主要航路別の港外退避隻数 

資料：船舶動静調査（令和 5 年 10 月 1 か月）を基に作成 
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(4)港外退避に係る船舶避難マニュアルの策定状況や陸上避難誘導上の課題 

表 船舶の津波避難マニュアルの作成状況や港外避難時の懸念事項等 

資料：近畿運輸局、神戸運輸監理部及びＡ船社へのヒアリング（令和７年度大阪湾諸港等の広域連携に関する港湾事業継続計画検討業務）結果に基づき作成 

 


